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                     都 市 建 設 委 員 会 資 料 

                  令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日  

                                  土木部土木計画・交通安全課                                                       

 

板橋区営自転車駐車場指定管理者の選定に関する方針について 

 

１ 本方針の位置付け 

本方針は、板橋区が開設する区営自転車駐車場を指定管理者に管理運営させる

に当たり、閉鎖・開設が頻繁に行われるといった、施設としての自転車駐車場の特

性を踏まえ、公募によらない選定（以下「非公募」という。）を行うための事項を定

めるものである。 

 

２ 指定管理者の基本事項 

⑴  現在の区営自転車駐車場の指定管理者 

① 環７南・高島平エリア 

団体名：ＮＣＤ・ＪＡＴＲＡ共同事業体 

所在地：東京都品川区西五反田四丁目 32番 1号 ＮＣＤ株式会社 

② 東上線・志村エリア 

団体名：芝園開発株式会社 

所在地：東京都足立区千住三丁目６６番１６号 

⑵  非公募により指定管理者を選定する対象施設 

区内に新たに設置する区営自転車駐車場のうち、下記３「本方針を適用する

区営自転車駐車場の要件」に該当する施設。 

⑶ 管理業務の範囲 

    自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第 16条に規定する 

業務 

⑷ 指定期間 

① 環７南・高島平エリア 

       対象施設の供用開始日から令和９年３月 31日まで 

② 東上線・志村エリア 

対象施設の供用開始日から令和１０年３月３１日まで 

 

３ 本方針を適用する区営自転車駐車場の要件 

  以下の要件のうちいずれかに該当する場合、新たに設置される区営自転車駐

車場の指定管理者として、現在の区営自転車駐車場の指定管理者を非公募により

選定することを基本とする。 

⑴施設管理上直ちに指定管理者を指定する必要が有り、公募での選定手続きを 

経るための時間的な猶予が無い場合 
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⑵指定管理者が管理運営する区営自転車駐車場が廃止または一部移転(将来の 

予定を含む)となり、その代替施設として同一エリア内に区営自転車駐車場を開 

設する場合 

⑶開設する区営自転車駐車場において、単独施設での管理運営と比較し同一エ 

リア内の区営自転車駐車場指定管理者が一括して管理運営することによりスケ 

ールメリットを生かした経費面の効率化や利用率の向上等が図られると考えら

れる合理的な事由がある場合 

     

４ 選定方法 

非公募による指定管理者候補団体の選定については、自転車等の駐車場の整備

及び放置の防止に関する条例、同施行規則及び「板橋区営自転車駐車場の管理運

営に係る指定管理者候補団体の選定に関する要綱」に基づき選定を行う。 

また、指定管理者が直近に実施した財務状況点検において「普通(３)」以上の評

価を得ていること及び、中間年に実施する評価委員会もしくは所管課モニタリング

いずれか直近の評価において「適正である」以上の結果を得ていることにより指定

管理者としての妥当性及び適格性を担保できている場合、選定委員会によらず、

次の提出資料を区職員が審査することによって選定を行う。  

⑴自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例施行規則第９条の７の 

指定管理者指定申請書 

⑵法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

⑶対象施設に関する事業運営の収支計画書 

⑷現に管理している施設管理実績 

⑸その他区長が必要と認めるもの 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 ・本方針の公表(閉会中都市建設委員会)     令和７年１１月 

  公表後、指定期間内において本方針に基づく該当がある場合は、提出書類によ 

る審査、選定の決定及び指定議案の審議・議決を諮るものとする。 

 

 



 

 

 

               

                 令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日                                       

 土木部土木計画・交通安全課 

 

板橋区営自転車駐車場(環７南・高島平エリア)指定管理者の選定に関する方針 

（令和７年１０月１０日区長決定） 

 

１ 本方針の位置付け 

本方針は、板橋区が開設する区営自転車駐車場を、他の区営自転車駐車場と同

様に、指定管理者に管理運営させるに当たり、自転車等の駐車場の整備及び放置

の防止に関する条例第 16条の２第１項ただし書の規定に基づき、公募によらない

選定（以下「非公募」という。）により指定管理者を選定するための事項を定めるも

のである。 

 

２ 指定管理者の基本事項 

⑴ 現在の区営自転車駐車場（環７南・高島平エリア）の指定管理者 

    団体名：ＮＣＤ・ＪＡＴＲＡ共同事業体 

    所在地：東京都品川区西五反田四丁目 32番 1号 ＮＣＤ株式会社 

⑵ 非公募により指定管理者を選定する対象施設 

    環７南・高島平エリアに新たに設置する区営自転車駐車場のうち、下記３「本 

方針を適用する区営自転車駐車場の要件」に該当する施設。なお、環７南・高 

島平エリアとは、下記の駅を基点とした周辺エリアを指す。 

① 東武東上線 

下板橋駅、大山駅、中板橋駅 

② 東京メトロ有楽町線 

小竹向原駅 

③ 都営三田線 

新板橋駅、板橋区役所前駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅 

④ JR埼京線 

板橋駅 

⑶ 管理業務の範囲 

    自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第 16条に規定する 

業務 

⑷ 指定期間 

    対象施設の供用開始日から令和９年３月 31日まで 

※ 現在、区営自転車駐車場（環７南・高島平エリア）については、令和４年４月１ 

日から令和９年３月 31日までの間において、指定管理者であるＮＣＤ・ＪＡＴＲ 

Ａ共同事業体が管理運営することが決定している。環７南・高島平エリアに新 

参考資料－１ 



 

たに設置する自転車駐車場についても、指定管理者に管理運営させる期間を 

これらの自転車駐車場と合わせる必要があるため、その期間の終期を令和９ 

年３月 31日までとする。 

 

３ 本方針を適用する区営自転車駐車場の要件 

  以下の要件のうちいずれかに該当する場合、環７南・高島平エリアに新たに設置

される区営自転車駐車場の指定管理者として、現在の区営自転車駐車場（環７南・

高島平エリア）の指定管理者であるＮＣＤ・ＪＡＴＲＡ共同事業体を非公募により選定

することを基本とする。 

⑴施設管理上直ちに指定管理者を指定する必要が有り、公募での選定手続きを 

経るための時間的な猶予が無い場合 

区営自転車駐車場は、駅周辺エリアにおける放置自転車等の解消や、民営自

転車駐車場を含めた駅周辺エリアの収容台数の著しい変化により逼迫した状

況が認められる場合、同一エリア内において早期に必要な駐車台数を確保し、

開設が必要となるケースがある。駐車場を必要とする逼迫した状況が認めら

れ、早期の自転車駐車場開設が区民の利便性向上及び放置自転車等の解消に

寄与すると判断される場合、公募による選定によらず同一エリア内の区営自

転車駐車場指定管理者にて一括して管理運営を行うことが適当である。 

⑵指定管理者が管理運営する区営自転車駐車場が廃止または一部移転(将来の 

予定を含む)となり、その代替施設として同一エリア内に区営自転車駐車場を開 

設する場合 

    区営自転車駐車場の廃止または一部移転により代替施設を開設する場合、

既存の区営自転車駐車場から新設の区営自転車駐車場に利用者を移転させ

る際の周知及び契約の変更等の業務が必要となる。この点につき、移転先の

自転車駐車場においても引き続き同一エリア内の区営自転車駐車場指定管

理者が一括して管理運営を行うことにより、移転手続きを円滑に進めること

で、利用者の負担軽減につながり、かつ、移転期間を短縮できることから適当

である。 

⑶開設する区営自転車駐車場において、単独施設での管理運営と比較し同一エ 

リア内の区営自転車駐車場指定管理者が一括して管理運営することによりスケ 

ールメリットを生かした経費面の効率化（①）や利用率の向上（②）等が図られる

と考えられる合理的な事由がある場合 

① 経費面の効率化が図られると考えられる場合 

     開設する区営自転車駐車場の収容台数の規模や既設の区営自転車駐車場

との位置関係から、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者により管理

を行うことで施設の巡回、設備の点検、整備における経費等の節減につなが

ると考えらえる場合、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者により一

括して管理運営を行うことが適当である。 



 

② 利用率の向上が図られると考えられる場合 

    開設する区営自転車駐車場においては、「駐車場の場所が利用者に認識さ

れること」が利用率向上の重要な要素となる。この点において、同一エリア内

の区営自転車駐車場指定管理者が開設する自転車駐車場検索サイトにリア

ルタイムの空車情報を掲載することによる開設駐車場の利用促進と認知度

の向上、既設の区営自転車駐車場利用者に向けた開設駐車場の周知、同一エ

リア内の駐車場利用状況に応じた料金設定による開設駐車場の利用促進な

どスケールメリットを生かした運営により駐車場の利用率向上に繋がると考

えられる場合、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者が一括して管理

運営を行うことが適当である。 

     

４ 選定方法 

非公募による指定管理者候補団体の選定については、自転車等の駐車場の整備

及び放置の防止に関する条例、同施行規則及び「板橋区営自転車駐車場の管理運

営に係る指定管理者候補団体の選定に関する要綱」に基づき選定を行う。 

また、ＮＣＤ・ＪＡＴＲＡ共同事業体が直近に実施した財務状況点検において「普通

(３)」以上の評価を得ていること及び、中間年に実施する評価委員会もしくは所管

課モニタリングいずれか直近の評価において「適正である」以上の結果を得ている

ことにより指定管理者としての妥当性及び適格性を担保できている場合、選定委

員会によらず、次の提出資料を区職員が審査することによって選定を行う。  

⑴自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例施行規則第９条の７の 

指定管理者指定申請書 

⑵法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

⑶対象施設に関する事業運営の収支計画書 

⑷現に管理している施設管理実績 

⑸その他区長が必要と認めるもの 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 ・本方針の公表(閉会中都市建設委員会)     令和７年１１月 

  公表後、指定期間内において本方針に基づく該当がある場合は、提出書類によ 

る審査、選定の決定及び指定議案の審議・議決を諮るものとする。 

 

 



 

 

 

                 

               令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日                                        

土木部土木計画・交通安全課 

 

板橋区営自転車駐車場(東上線・志村エリア)指定管理者の選定に関する方針 

（令和７年１０月１０日区長決定） 

 

１ 本方針の位置付け 

本方針は、板橋区が開設する区営自転車駐車場を、他の区営自転車駐車場と同

様に、指定管理者に管理運営させるに当たり、自転車等の駐車場の整備及び放置

の防止に関する条例第 16条の２第１項ただし書の規定に基づき、公募によらない

選定（以下「非公募」という。）により指定管理者を選定するための事項を定めるも

のである。 

 

２ 指定管理者の基本事項 

⑴  現在の区営自転車駐車場（東上線・志村エリア）の指定管理者 

    団体名：芝園開発株式会社 

    所在地：東京都足立区千住三丁目６６番 1６号 

⑵  非公募により指定管理者を選定する対象施設 

東上線・志村エリアに新たに設置する区営自転車駐車場のうち、下記３「本 

方針を適用する区営自転車駐車場の要件」に該当する施設。なお、東上線・志

村エリアとは、下記の駅を基点とした周辺エリアを指す。 

① 東武東上線 

ときわ台駅、上板橋駅、東武練馬駅、下赤塚駅、成増駅 

② 東京メトロ有楽町線 

地下鉄赤塚駅、地下鉄成増駅 

③ 都営三田線 

板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅 

④ JR埼京線 

浮間舟渡駅 

⑶ 管理業務の範囲 

    自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第 16条に規定する 

業務 

⑷ 指定期間 

    対象施設の供用開始日から令和 10年３月 31日まで 

※ 現在、区営自転車駐車場（東上線・志村エリア）については、令和５年４月１ 

日から令和１０年３月３１日までの間において、指定管理者である芝園開発株

式会社が管理運営することが決定している。東上線・志村エリアに新たに設置

参考資料－２ 



 

する自転車駐車場についても、指定管理者に管理運営させる期間をこれらの

自転車駐車場と合わせる必要があるため、その期間の終期を令和１０年３月３

１日までとする。 

 

３ 本方針を適用する区営自転車駐車場の要件 

  以下の要件のうちいずれかに該当する場合、東上線・志村エリアに新たに設置

される区営自転車駐車場の指定管理者として、現在の区営自転車駐車場（東上線・

志村エリア）の指定管理者である芝園開発株式会社を非公募により選定すること

を基本とする。 

⑴施設管理上直ちに指定管理者を指定する必要が有り、公募での選定手続きを 

経るための時間的な猶予が無い場合 

区営自転車駐車場は、駅周辺エリアにおける放置自転車等の解消や、民営自

転車駐車場を含めた駅周辺エリアの収容台数の著しい変化により逼迫した状

況が認められる場合、同一エリア内において早期に必要な駐車台数を確保し、

開設が必要となるケースがある。駐車場を必要とする逼迫した状況が認めら

れ、早期の自転車駐車場開設が区民の利便性向上及び放置自転車等の解消に

寄与すると判断される場合、公募による選定によらず同一エリア内の区営自

転車駐車場指定管理者にて一括して管理運営を行うことが適当である。 

⑵指定管理者が管理運営する区営自転車駐車場が廃止または一部移転(将来の 

予定を含む)となり、その代替施設として同一エリア内に区営自転車駐車場を開 

設する場合 

    区営自転車駐車場の廃止または一部移転により代替施設を開設する場合、

既存の区営自転車駐車場から新設の区営自転車駐車場に利用者を移転させ

る際の周知及び契約の変更等の業務が必要となる。この点につき、移転先の

自転車駐車場においても引き続き同一エリア内の区営自転車駐車場指定管

理者が一括して管理運営を行うことにより、移転手続きを円滑に進めること

で、利用者の負担軽減につながり、かつ、移転期間を短縮できることから適当

である。 

⑶開設する区営自転車駐車場において、単独施設での管理運営と比較し同一エ 

リア内の区営自転車駐車場指定管理者が一括して管理運営することによりスケ 

ールメリットを生かした経費面の効率化（①）や利用率の向上（②）等が図られる

と考えられる合理的な事由がある場合 

① 経費面の効率化が図られると考えられる場合 

     開設する区営自転車駐車場の収容台数の規模や既設の区営自転車駐車場

との位置関係から、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者により管理

を行うことで施設の巡回、設備の点検、整備における経費等の節減につなが

ると考えらえる場合、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者により一

括して管理運営を行うことが適当である。 



 

② 利用率の向上が図られると考えられる場合 

    開設する区営自転車駐車場においては、「駐車場の場所が利用者に認識さ

れること」が利用率向上の重要な要素となる。この点において、同一エリア内

の区営自転車駐車場指定管理者が開設する自転車駐車場検索サイトにリアル

タイムの空車情報を掲載することによる開設駐車場の利用促進と認知度の向

上、既設の区営自転車駐車場利用者に向けた開設駐車場の周知、同一エリア

内の駐車場の利用状況に応じた料金設定による開設駐車場の利用促進など

スケールメリットを生かした運営により駐車場の利用率向上に繋がると考え

られる場合、同一エリア内の区営自転車駐車場指定管理者が一括して管理運

営を行うことが適当である。 

     

４ 選定方法 

非公募による指定管理者候補団体の選定については、自転車等の駐車場の整備

及び放置の防止に関する条例、同施行規則及び「板橋区営自転車駐車場の管理運

営に係る指定管理者候補団体の選定に関する要綱」に基づき選定を行う。 

また、芝園開発株式会社が直近に実施した財務状況点検において「普通(３)」以

上の評価を得ていること及び、中間年に実施する評価委員会もしくは所管課モニ

タリングいずれか直近の評価において「適正である」以上の結果を得ていることに

より指定管理者としての妥当性及び適格性を担保できている場合、選定委員会に

よらず、次の提出資料を区職員が審査することによって選定を行う。   

⑴自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例施行規則第９条の７の 

指定管理者指定申請書 

⑵法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

⑶対象施設に関する事業運営の収支計画書 

⑷現に管理している施設管理実績 

⑸その他区長が必要と認めるもの 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 ・本方針の公表(閉会中都市建設委員会)     令和７年１１月 

  公表後、指定期間内において本方針に基づく該当がある場合は、提出書類によ 

る審査、選定の決定及び指定議案の審議・議決を諮るものとする。 
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